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鴨川市四方木ふれあい館指定管理者申請要領 

 

１ 施設の概要 

 (１) 名称 

    鴨川市四方木ふれあい館 

 (２) 所在地 

    鴨川市四方木 367 番地２ 

 (３) 施設の設置目的 

    地域におけるコミュニティ活動の推進及び住民の福祉の向上を図る。 

 (４) 建物の構造 

  ア 延床面積 168.37 ㎡ 

  イ 構造等  木造平屋建て 

 (５) 施設利用者数（令和 6年度実績） 314 人 

 

２ 申請資格 

  次の要件を満たすものであること。 

 (１) 法人その他の団体であること。 

    法律上、個人は指定管理者になることはできませんが、法人格の有無は問いません。 

 (２) 団体又はその代表者が次に掲げる事項を全て満たすものであること。 

  ア 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立て若しくは民事

再生法（平成 11年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てをし、その決定がさ

れていない者又は手形交換所による取引停止処分を受けてから２年を経過しない者若

しくは応募の日前６か月以内に手形若しくは小切手を不渡りした者でないこと。 

  イ 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167 条の４の規定により本市におけ

る入札を制限されていないこと。 

  ウ 本市の一般競争入札の参加停止又は指名競争入札の指名停止等の処分を受けていな

いこと。 

  エ 地方自治法（昭和 22 年法律第 67号）第 244 条の２第 11 項の規定により、本市又は

他の地方公共団体から指定管理者の指定を取り消された者でないこと。 

  オ 指定管理者の指定を管理の委託とみなした場合に、地方自治法第 92 条の２（議員の

関係私企業の就職の制限）、第 142 条（長の請負等の禁止）、同条を準用する第 166 条

第２項（副市長の請負等の禁止）及び第 180 条の５第６項（委員会及び委員の請負等

の禁止）の規定に該当しないこと。 

  カ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第

２号に掲げる暴力団及びその利益となる活動を行う団体でないこと。 

 

３ 申請期限 

  令和７年９月 26日（金）午後５時必着 
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４ 提出する書類 

  申請に当たっては、以下の書類１部、市長に提出していただきます。 

  なお、市が必要と認める場合は、追加資料の提出を求めることがあります。 

 (１) 指定管理者指定申請書 

 (２) 管理業務に関する事業計画書 

  ア 施設の管理運営を行うに当たっての基本方針 

  イ 業務の具体的な実施計画 

  ウ 自主事業計画 

  エ 管理運営体制 

  オ 管理に係る収支計画書 

 (３) 団体の業務の内容を明らかにすることができる書類 

  ア 規約その他これらに相当する書類 

  イ 役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類 

 (４) その他 

  ア 団体の代表者の身分証明書 

  イ 誓約書 

 

５ 指定管理者が行う管理の基準 

  鴨川市四方木ふれあい館の設置及び管理に関する条例（平成 19 年鴨川市条例第 24 号）

及び鴨川市四方木ふれあい館の設置及び管理に関する条例施行規則（平成 20 年鴨川市規則

第１号）に定めるところによります。 

 

６ 指定管理者の管理業務の範囲 

 (１) 四方木ふれあい館の施設及び設備の維持管理に関する業務 

 (２) 四方木ふれあい館の利用の許可に関する業務 

 (３) その他市長が四方木ふれあい館の運営上必要と認める業務 

 

７ 指定管理料 

  四方木ふれあい館の指定管理料は、無料とします。 

 

８ 利用料金 

  利用料金制度の採用 無 

 

９ 指定の期間 

  令和８年４月１日から令和 13年３月 31日までとします。 

  ただし、指定を継続することが適当でないと認めるときは、指定を取り消すことがあります。 

 

10 選定基準及び選定方法 

  指定管理者の候補者の選定は、指定管理者選定委員会において、次に示す選定基準に基

づき定めた審査表により行い、選定するものとします。 
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（選定基準） 

 ・ 事業計画書に基づく公の施設の管理が市民の平等な利用を確保することができるもの

であるか。 

 ・ 事業計画書の内容が公の施設の設置の目的を効果的かつ効率的に達成できるものであ

るか。 

 ・ 指定管理者の指定の申請をした団体が事業計画書に基づく公の施設の管理を適正かつ

確実に実施するに足りる能力を有するものであるか。 

 

11 情報公開及び個人情報保護の取扱い 

 (１) 情報公開 

    施設の管理業務を通じて取り扱う情報の管理について、指定管理者は、情報を適正

に管理しなければなりません。 

    また、市は、指定管理者が保持する情報について開示請求があったときは、指定管

理者に対して当該情報を提出するよう求めるものとし、指定管理者は速やかに応じる

よう努めなければならないものとします。 

 (２) 個人情報の保護 

    指定管理者は、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）に基づき、

施設の管理に当たって保有する個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他保有す

る個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずることとし、その管理する公の施

設の業務に従事している者（従事者）は、当該施設の管理に関し知り得た秘密を他に

漏らし、又は自己の利益のために利用してはなりません。指定管理者の指定の期間が

満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者が職務を退いた後においても同様で

す。これらに違反した場合、同法の規定により処罰されることがあります。 

 

12 指定管理者と市の費用負担 

  指定期間中の指定管理者と市の費用負担は、別紙１「四方木ふれあい館費用負担区分表」

のとおりとします。 

 

13 指定管理者と市の責任分担 

  指定期間中の指定管理者と市の責任分担は、別紙２「四方木ふれあい館リスク分担表」

のとおりとします。 

 

14 質問事項の受付 

  申請要領の内容等に関する質問を次のとおり受付けします。 

 (１) 受付期限 令和７年９月 16 日（火） 

 (２) 受付方法 ＦＡＸ又は電子メールにより提出してください。 

         鴨川市天津小湊支所 

         ＦＡＸ 04-7094-0531 

         E-Mail amatsukominato@city.kamogawa.lg.jp 
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15 申請書提出先 

  鴨川市天津小湊支所 

〒299-5503 鴨川市天津 1104 番地  電話 04-7094-0511 

  ※ 郵送又は持参に限ります。なお、郵送の場合は書留郵便によることとし、令和７年

９月 26日の午後５時までに到着したものに限ります。 

  ※ 電子メール又はＦＡＸでの提出は認めません。 

 

16 申請に要する経費 

  申請に要する経費等は全て申請者の負担とします。 

 

17 無効又は失格 

  以下の事項に該当する場合は、無効又は失格となることがあります。 

 (１) 申請書の提出方法、提出先、提出期限等が守られなかったとき 

 (２) 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの 

 (３) 申請書に記載すべき事項以外の内容が記載されているもの 

 (４) 虚偽の内容が記載されているもの 

 (５) その他選定委員会で協議の結果、審査を行うに当たって不適切と認められるもの 

 

18 その他 

 (１) 提出書類は、お返しできません。 

 (２) 提出された書類は、必要に応じ複写します。（指定管理者の選定及び指定に係る事務

に限って使用します。） 

 (３) 提出された書類は情報公開の請求により、鴨川市情報公開条例（平成 18年鴨川市条

例第６号）に基づき開示することがあります。企業秘密等公開されることにより申請

者が不利益を被るおそれのある情報については、極力含まないようにする等、適切な

措置を講じて提出してください。 

    なお、指定管理者の候補者となった団体から提出された書類は、役員名簿等不開示

情報を除いて公表します。 

 (４) 申請書類の修正は、軽微な修正を除き、原則として認めないこととしますので十分

な検討の上、申請してください。 



 
四方木ふれあい館指定管理業務仕様書 

 
１ 趣旨 
  この仕様書は、鴨川市四方木ふれあい館の設置及び管理に関する条例に定めるもののほ

か、指定管理者が行う業務の詳細について定めることを目的とする。 
２ 管理運営に関する基本的な考え方 
（１）四方木ふれあい館が、四方木地区におけるコミュニティ活動の推進及び住民の福祉の

向上を図るという設置理念に基づき管理運営を行う。 
（２）施設利用者の安全確保に努める。 
（３）地域住民や利用者の意見を管理運営に反映させる。 
（４）施設の効率的・弾力的運営を行う。 
（５）適切な広報を行うなど、施設の利用促進を積極的に図る。 
（６）利用者にとって快適な施設であることに努める。 
（７）個人情報の保護を徹底する。 
３ 法令等の遵守 
  四方木ふれあい館の管理運営にあたっては、次の各号に掲げる法令等を遵守しなければ

ならない。また、指定管理期間中にこれらの関係法令等に改正があった場合は、改正され

た内容を遵守するものとする。 
（１）地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号） 
（２）鴨川市四方木ふれあい館の設置及び管理に関する条例（平成 19 年鴨川市条例第 24 号）

及び同施行規則（平成 20 年鴨川市規則第１号） 
（３）鴨川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成 17 年鴨川市条

例第 167 号）及び同施行規則（平成 18 年鴨川市規則第１号） 
（４）その他管理運営に適用される法令 
４ 業務内容 
（１）利用の許可及び取消しに関する業務 
   鴨川市四方木ふれあい館の設置及び管理に関する条例第６条並びに同条例施行規則に

よること。 
（２）施設の維持管理に関する業務 
   施設を修繕する場合は、１件 10 万円未満の修繕等は指定管理者が負担すること。 
   １件 10 万円以上の修繕費が見込まれる場合は、市及び指定管理者との間で協議する

こと。 
  ① その他、建物の火災保険料、敷地賃借料（借地がある場合）、施設賠償保険は市が負

担するものとする。 
  ② 敷地内の管理 
（３）施設賠償保険の加入 



   当該施設は、市において「全国市長会市民総合賠償補償保険」の賠償責任保険に加入

するものとする。その他必用な保険は指定管理者の負担において加入すること。 
（４）利用者の安全の確保について 
   利用者の安全対策、監視体制等について、万一に備えること。また、緊急対策、防犯・

防災対策等の安全を確保すること。 
（５）個人情報の取り扱い等について 
   指定管理者が施設の管理を行うにあたり、個人情報を取り扱う場合は、その取り扱い

に十分注意し、漏洩、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理に努め、個人

情報を保護するために必要な措置を講ずることとする。 
（６）事業報告について 
  ① 市は、指定管理者に対しその管理の業務及び経理の状況に関して定期的に又は必要に

応じて報告を求めることができる。 
  ② 事業報告の内容に基づき、指定管理者の業務内容に改善が必要と認める場合は、市は

実地に調査し、又は必要な指示を行うことができる。 
  ③ 市の指示に従わない、又は指示によっても事業内容に改善が見られないと認めた場合

は、市は指定を取消すことがある。 
（７）災害等の非常対応 
   地震・台風・その他の災害が発生したときは、必要に応じ四方木ふれあい館を地域住

民の避難場所とすること。 
   救援物資の保管場所等に使用する必要があると市が判断したときは、指定管理者は、

これに協力すること。 
（８）指定管理業務の満了等に伴う引継ぎ業務 
   指定管理者が満了などに伴い、市が次期指定管理者選定のための説明会を開催する場

合には、これに協力すること。 
（９）その他管理運営に関し必要な業務 
   情報公開条例に基づく情報公開業務等 
５ 立入検査について 
  市は必要に応じ、施設、物品、各種帳簿等並びに管理運営の実地について検査を行うこ

とがある。 
６ 協議 
  指定管理者は、この仕様書に規定するもののほか、指定管理者の業務の内容及び処理に

ついて、疑義が生じた場合は市と協議し決定すること。 
７ 業務を実施するにあたっての注意事項 
（１）公の施設であることを常に念頭において、公平な運営を行うこととし、特定の団体等

に有利にあるいは不利になる運営をしないこと。 
（２）指定管理者が施設の管理運営に係る各種規程を作成する場合は、市と協議を行うこと。 



     

別紙１ 
 

四方木ふれあい館費用負担区分表 

 

１ 施設維持管理に係る経費等 

  次に掲げる費用は、指定管理者の負担とする。 

種別 名   称 内 容 等 
法定 

任意 
備   考 

維 

持 

管 

理 

関 

係 

光熱水費 ガス、水道料等 任意  

消耗品費 洗剤、ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ等 任意  

清掃業務 床、窓、壁等 任意  

敷地内整備管理 建物周辺等 任意  

 

 

２ 施設等維持補修費の負担区分 

  施設及び設備並びに備品等が破損若しくは損耗等した場合、１件あたり 10 万円未満の修

繕等は指定管理者の負担とする。また、１件あたり 10 万円以上の修繕等が見込まれる場合

には、市と指定管理者の間で協議すること。 

負担する者 区  分 具 体 例 

市及び指定

管理者 

施設補修等 

○10 万円以上の修繕等 

指定管理者 物品交換や小規模な施設補

修等 

○10 万円未満の修繕等 

○消耗品等の破損による取替 

○不注意や不具合の放置等による汚損 

※ 但し、市負担分であっても、その原因が指定管理者の不注意等による場合は、指定管理

者の負担とする。また、利用促進、快適な施設維持、魅力ある自主事業のために指定管

理者自らが修繕等を行う場合には、市の承認を受け指定管理者の負担をもって行うもの

とする。 

 

 



     

別紙２ 
 

四方木ふれあい館リスク分担表 

 

段

階 
分  類 概  要 

負担区分 

市 
指定管

理者 

申

請

段

階 

申請コスト 申請費用の負担  ○ 

運

営

段

階 

運営リスク 

管理上の瑕疵による臨時休館等に伴う運営リス

ク 
 ○ 

施設、設備の不備による臨時休館等に伴う運営

リスク 
○ 注１ 

施設管理、運営業務の内容等に対する住民及び

施設利用者からの苦情等の対応リスク 
 ○ 

施設損傷リスク 

管理上の瑕疵による施設、設備の損傷リスク  ○ 

施設構造に起因する場合、若しくは上記以外に

よる施設、設備の損傷リスク 
○ 注１ 

損害賠償リスク 

管理上の瑕疵による事故及びこれに伴う利用者

への損害賠償リスク 
 ○ 

施設、設備の不備による事故及びこれに伴う利

用者への損害賠償リスク 
○ 注１ 

債務不履行リス

ク 

市の協定内容の不履行 ○  

指定管理者の協定内容の不履行  ○ 

 

共 

 

通 

制度・法令変更リ

スク 

管理運営業務に及ぼす関係法令・許認可等の変

更等に係るリスク 
協 議 

不可抗力リスク 

不可抗力（暴風、豪雨、洪水、地震、火災、争

乱、暴動その他の市又は指定管理者のいずれか

の責めにも帰することのできない自然的又は人

為的なもの）に伴う施設、設備の復旧 

○ 注１ 

上記不可抗力に伴う業務の変更及び履行不能等 協 議 

※ 注１は基本的に市の負担とするが、指定管理者が施設構造や機器の不備を認識していな

がら、市への報告など適切な対応を欠いている場合には、指定管理者のリスクとする。 

 




































































